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「ダイワ上場投信－トピックス」 

信託約款変更のお知らせ 

 
 当社は、「ダイワ上場投信－トピックス」（銘柄コード：1305）の信託約款の変更に関し、下

記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の内容 

信託の限度額を 5 兆円から 10 兆円に引き上げます。（次頁の「新旧対照表」をご参照くだ

さい。） 

 

２．変更の理由 

当ファンドへの追加信託が継続しており、旺盛な投資家ニーズへの対応を図るため。 

 

３．日程 

    平成 30 年 10月 3日  内閣総理大臣への届出日 

    平成 30 年 10月 4日  変更日 

 

４．変更に異議を述べることが出来る期間及びその方法 

当該約款変更は重大な約款変更には該当しないため、異議申立手続きは行なっていません。 
 



 
信託約款新旧対照表 

 

 

変 更 後 現 行 

 

（信託の限度） 

第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金10

兆円に相当する株券および金銭を限度

として追加信託することができます。 

② （略） 

③ （略） 

 

 

（信託の限度） 

第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5

兆円に相当する株券および金銭を限度と

して追加信託することができます。 

② （略） 

③ （略） 

 

 
 

 以 上 
 


